
（「保育に欠ける」判断の仕組み②一条例による基準）  

○ 各市町村においては、「政令で定める基準」に従い、「条例で定める」事由により、「保育に欠ける」児童である   
か否かを判断するが、政令とほぼ同内容の条例準則のほか、以下の事項について、個別に通知で解釈を提示   
している。  

① 求職中でも入所申込みが可能【平成12年通知】  

② 王の子の育児休業取得に際しての上の子の取扱いについては、次年度に小学校入学であるなど   
「入所児童の環境の変化に留意する必要がある場合」、「発達上環境の変化が好ましくない場合」は、   

継続入所で差し支えない。【平成14年通知】  

③ 母子家庭及び父子家庭については、優先的に取扱うこと。【平成15年通知】  
④ 虐待防止の観点から、保育の実施が必要な児童については、優先的に取扱うこと。【平成16年通知】  

○ 実際の判断基準となる各市町村の条例を見ると、おおむね以下の傾向が見られる。  

《都市部（待機児童の多い市町村）》  

相対的に詳細かつ厳格な内容。  

①政令各号で明記する事由（就労／妊娠・出産／（養育者の）疾病・障害／同居親族介護）により   

基本的な優先度を決定し、②同優先ランク内の調整指数として、その他の事由（母子家庭、虐待等）を   
用いる構造となっているところが多い。  

《その他（待機児童の少ない市町村）》   
相対的に大括りで幅広く認めることが可能な内容   

政令各号で明記されていない事由（母子家庭、虐待等）については、条例においても明記されていない   
ところが多い。  
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入所基準（条例）の実例①（神奈川県横浜市）  
《人口365万人（平成20年9月1日現在）、待機児童707人（平成20年4月1日現在）》  

5 保育所の入所選考基準  6 入所選考基準が同一ランクでの調整指数一覧表  
し平成」り年1月己ケf∈）  

※ 同一ランクで並んだ居合は、以下のⅠ貞臼に該当する虜合に「調整指数こしてそれぞれのⅠ員矧こ点数をつります。   
※ この点顎が副＼万から順番に選考します。なお、調整指初の点教わ鳩い万であってもランクの逆牢ムはありません。  

（基準の考え方）  その他の世帯状況   
＊フンクは、ABCDEFGの順に入所の順位が高いものとします。  
＊お父さん、お母さんでランクが異なる場合rま 順位の低いランクを適用します   

【ランクアップ項目】  

叫司居している祖父母力て65歳末満の場合、保育可能な万とみなします。その場合、保育で    何から扇）は各項目1ラ   
きない塞を証明する詔断章苓を提出することが必要てすっ  ンクずつ、（彰は2ラン   

呵嘩害児・児妄福祉の観点から保育に欠ける児童については、この善書基準を翠に別途に    ク、最高で2ランクまで   
選考しますし  アップしますっ   

＊選考に当たコては、保育が必要な理由別の下記の「ランク表」に琴つきA～Gの順に区分し    ※左記「9ひとり親世帯  
等」が適用される場合は  「その他の世帯状況」とともに総合的に保毒に欠ける程度を判定し 入所承吉岩の順位を判断し  ます 

。  、．′「一丁7．、．一・fl士．▲．⊥′  

お父さん、お母さん（※1つが保育できない理由、状況   （壬∴ひとり覿世♯専  

月20日以上かつ1日8時間以上、働いている。   ぐを生5吉保経世帯  

（きJ生計中心者の失集  

自営）   月16日以上かつ1日4時間以上7時間宋池、働いている。   C  ＠横浜俣爾竜■寺慮点  
爾事l祉■・認可乳虎 保育所儀の卒園児  

月16日以上かつ1日7時間以上の仕事に内定している。  D  
月16日以上かつ1日4時間以上7時間未満の仕事に内定している。   

2  
く卒園時に育児休業 中だった方で復書時  

月20日以上かつ1日8時間以上、働いている。   に申込をする壕合  
を含む）  

自宅）  月16日以上かつ1日4晴間以上7時間未満、働いている。   ⑤育休のため退所し、 再入所する  
■合  

月16日以上かつ1日7時間以上の仕事に内定している。   ∈  
（f－（酎ま優先順位では  

3   
ありません。  

お母さんが出産又は出産予定日の前後各8週間の期間にあって 出産  D  産前産後  の準備又は休嚢を要する。   
4（1）   入院または入院に相当する治療や安静を要する自宅療禁で常に病臥し   
病気・けが  ている場合。  【同一ランクで並んだ■  

通院加療を行い、矧こ安静を要する奄ど、保育が常時国難な場合。   合の選考】  

通院加療を行しし1日4時間、週4日以上の安静が必要で保育が困難   同一ランクで並んだ場合  
な場合。  巨      は以下の状況を調整指数  

4（2）  により、選考します。  
（裏面参照）  心身の障害  身体障害者手帳1～2級、精神障害者保健福祉手帳1～3級、   

身体障害者手帳3級の交付を受けていて、保育が困難な場合。   ぐi、椚内在住  

身体U章害者手帳4級の交付を翌けていて、保育が困難な場合r   （呈）保育の代替手段  

5  子育て支援者となる  
鴇族の∩議  臥床者■重度心身障害者（児）の介藍や入院・通院・適所の付き添い  A           ・【訪■ のた妊〉、週5日以上かつ1日8時間以上保育が因難な甥台。   同居れ族の有無など  

⑨世帯の状況   病人やけ章害音（児）の介護や入院・通院・退所の付き添いのため、消  B   4日以上かつ1日7時間以上保育が国難な場合 
。  

被介牲者の有無など  

④就労状況   病人やじ章等菖（児）の介護や入院・通院・適所の付き添し＼のだめ、増  巨   4日以上かつ1日4時間以上が 

保育腐難な場合。  夜勤を伴う変則勤務  
の有知など   

6  震災、風水害、火災その他の災害により自宅や近隣の復旧に当たって   A   

7   濾〉きょうだいの状況  
通学   通っている。   きょうだい同一施設  
8   入所や多子世帯など  
求職中   こなりますu）  

9  
信一課税所得金額  

ひとり親世帯 等  ひとり親世1虻等において 就労、求職活動 職業訓練等を行う‾とに   
A  ㊦一旦はず先順位では  

なります。）  ありません。   

10   児童福祉の観点から、福祉保健センター長が特に保育に欠ける緊急度  A   
その他   が高いと判断した場合。   ト￥2）   

（ミ髭1二・ お父さん、才3母さんがいない湧合は、その他の保護者∩   

（※2二・ Aランクかつ2ランクアップ相当として選考します「  

l：勺容  備考   
申込児妄を65歳末満の親族に預けている   －1  

申云園（申云屠を伴う場合及びきょうだい同時入所のための場合は除  ロ     ＜ 
、認定こども園からの転園は含む〕  

保育の代  
横浜保育室、家庭保育福祉員、認可乳児保育所の卒園児（卒園時に  3  卒園吉正明喜等   育児休業をとっており、育児†木葉明けで認可保育所へ申込む甥合も   のある土易合に  菖手段に  
含む）  

保育の                                       限ります。  ついて は、左記   申込児要を［‡黄浜保育室 家庭保育享昌祉昌 壬刃可保】1所 壬刃定ども  2  喜召約書写言正明醤 料がある 工宗合に  
限ります。   

みの詞」用は含まない）  みを適用  
児妄を職Ⅰ易で見ている   します。  

児童が危険を伴うⅠ芸j尭にいる   

保育の代菖手段に関しノて、上記以外の場合   0  

保護者が身体障害番手丁帳1，2級・愛の手帳（療育手帳）・精神障害   
2  元のランクの類聖が「心   吉保健福祉≠帳1，2．3綬の一つに該当する】景合またはそれと同程度  
の障害があると認綻〉られる心身障害壱の場合  身の『草書」のときは加点  

世帯の  
状況  

福祉事ー帳を持っている畜がいて介護している場合  元のランクの類型が「菓貝  
（当看亥児童又は保喜彗菖がこれらの事′帳を持っている1葛合は除＜）  族の介護」のときは加点  
しませんじ   同J書家庭内に要介吉彗1以上の≡君達菖がいて介喜空している場合（在宅介  ロ   慧に限るJ   

市内在1主  市外在住畜（転入予‘走者は除＜）   －8  

単身赴任   

j就労状）兄  両親共に夜勤を伴う変則勤務である世帯   
居宅外自営業であるが、眠り易が自宅に併≡没している   

吏力諾実績が1か月末満である世帯   

ひとり報  3  

世帯等   

元のランクが「9．ひとり親世帯等」で就労内定のⅠ易合   －2  上2行の点数と重複して  
元のランクが「9．ひとり絹世帯等」で求職中のⅠ易合   適用されます．     7   

きょう  
だい  2  

の状況   
をした場合   

＜同嶋ランク・同一調整指数で並んだときの選考＞  
涼「司－ランク・r司檜烹招整‡旨数で並んだときは、以下の順に考慮して迂≡三室します。  

類型間の優先順位（（リ～「ゆの順〕  
■     ①災害（雷疾病・障害 ③居宅外労働〔杏介護 一昏ひとり親等 ⑥居宅内労働 ⑦居宅外・内労阻  

（内定） ⑫就学等 ⑨出産 ⑯求職中   

2  両親のうら一方が夜勤を伴う変則勤章票である世帯   

3  時間的・業務的拘束力の強さ   

4  保育の協力者の有顆   

5  奈音している小学生以下の手どもの人扱が多い世帯   

経済的状況（課礪所得金吾頁）が低い世帯  
6     ただし、4月1日入所は、前年の住民税辞で判定する】易合もあります  

（勤務先からの交付が間に合わない等のやむを得ない場合を除き、証明がある古が優先）   
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入所基準（条例）の実例②（北海道札幌市）  
《人口189・8万人（平成20年8月1日現在）、待機児童271人（平成20年4月1日現在）》  

保 育 所 入 所 選 考 基 準 表  札幌市   区  
1．保育の美方転基準  

保  育  要  イ牛  
父  母   

EI中労働7時間以」二   
週bF∃じl」＝  

100  10（⊃  

日中労働4時l甘】以」ニ7時l叩未満   ⊆b（⊃  9（⊃  

■   
日中■ブタ1■力7時間以」ニ   9（⊃  ∈〉（⊃  

日中労個物5時l習】以ヒ7時l間未満   8（⊃  a（⊃  

遇3日以  日中労働7時間以」二   70  7く⊃  

宇ーの他  日中労働過あたり2Cl時Itれ以」二   70  70   

過51∃以   
日中労イl助7時Ⅶ以」二   1（⊃く：）  100  

f∃中ブヨイ聾】4時Il『以」二7時「l覇未満   90  9（⊃  

′L、                         過4日以」二   
【∃中労イ勧7時間以」二   ⊆I（⊃  9（⊃  

日中労働5時間⊥三▲」二7時ー甘】未澤卑   8（⊃  8（⊃  

週〔∋日以」二  日中●ブタ働7時∩覇以」二   70  70  

自  70  70  

遇5E∃以   日中労働7時間以」ニ   白0  B（⊃  

EI中労働4一時間以」＝7時間未満   7（⊃  70  

一系   
2   

日中労働7時間以」二   7（⊃  70  

【ヨ中労働5時間以上7時間未見古   t5（⊃  6（⊃  

過3日以  【ヨ中労働7時IV】以」二   5（⊃  

その他  E∃中労僧助i員あたリ20時l切以」二  5く⊃   

過5日⊥；1  E】中労働7時間以」二   ∈H＝）  8（⊃  

日中労働4時間以」二7時rl『未満   70  70  

同 凹                          遺4日以」二   

【∃中●ブヨ伸也7時∩椚以」ニ   70  7（⊃  

日中労働5時lⅦ以上7時lⅦ未満   ∈iO  6（⊃  

i旦3日以  日中労働7時∩覇以」二   50  5（⊃  

一モの一也  日中労働i凰あナニリ20暗n覇以」こ   5（⊃  5（⊃   

3  出産    出産予：；E目前1カ、月・出虐E月の翌月末  100   

入院  100  100  

㌘ ヱ  H  F   1（）0  11⊃（⊃  

4   琵≡‾■「ニ  臼  70  

」二冨己以外の自宅環蕎   50  50  

陣ゎくLヽ    身体障害者1・2級菊■手中l中音壱－1・2扱，矢口的障害者A  100  100   

病院等の一寸テ表しヽ介昌豊  10｛）  10（⊃  

昌幸               自宅介裏革  70  70   

6   ∑拉  二幸  復  l日  100  10（⊃   

技能智子尋＝中一在学中  ∈H⊃  ∈H⊃  

自立更生のナ土めの克た労予定  70  7（⊃  

讐                          lD身l』■1■㍉リt：研巨害±とへのi亀l靂引り已の、； しヽ弓巨曇‾す‾ノ∈）ため，寸但ヅ已  
7   

8｛二）  8｛⊃  

E】ニ本音旨嘗■手詩学校へ通学中  5（⊃  5（⊃  

も  70  7（⊃  

lj己童福祉テ王領E26条章巨1項賃4一号l＝基づ＜遺失口を受玉里  999   

児童氏名  

L＋1  階層区分  

2．保育の調整基準   

11（⊃  

1く⊃   

弾現世帯∃≡rニlコこ所得税∃巨   10  

産休明11・音イ木明11l＝よる入所の場合  4（）  

3        兄弟一姉妹カくすでl＝入所してしヽる場合  ヰU  

庚‘PF明 lT・事■1不明lTでケ亡司弓・姉妹カヽ巧「でlこノし乃Tしてし、   50  

年J董当初（4月及び5月〕   10  

4  富  2く⊃  

乎L児【≡】力、ら幼児【烹】‘＝季云ロ≡】  999   

∠1．受云  
冥土也基準、l也の融司警萎±声（こカ、力＼才つ‘⊃す】「9r∋■∋J＝苧」とす≡㌧  

L∴」  合吾十点数   

（資料）札幌市ホームページより抜粋  
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入所基準（条例）の実例③（兵庫県神戸市）  
《人口153・3万人（平成20年9月1日現在）、待機児童487人（平成20年4月1日現在）》  

選考は  

入所希望者が、保育所の受け入れ能力を上回るため全員入所で  
きない場合は、原則として下記の優先順位に従って入所を決定し  

ます。（優先順位は主たる保育者の状況によります）下記の項目  

について、ご不明な点がございましたら、区役所保険福祉部「福祉  

事務所・支所にご相談ください。   

優先順位1  
主なもの  

母子家庭または父子家庭で、居宅外で仕事をしている等、児童を  
保育できない場合  

居宅外で保護者が常勤で、児童を保育できない場合  

保護者が重度の障害のため、児童を保育できない場合  

重度の障害を有する同居親族の常時介護等が必要で、児童を保育  
できない場合  

優先順位 2  

主なもの  

自営の中心者で、昼間居宅内で常に児童と離れて仕事をしていて、児童を  
保育できない場合  

居宅外でパート、非常勤の勤務（原則として、昼間4時間以上、月16日以  
上）をしていて、児童を保育できない場合  

保護者が中程度の障害または病気入院のため、児童を保育できない場合  

長期にわたり疾病の状態にある同居親族を有し、家庭で常時介護している  
ため、児童を保育できない場合  

優先順位 3  

主なもの  1  

自営の専従者で、昼間居宅内で児童と離れて仕事をしている場合または  
内職をしているため、児童を保育できない場合  

保護者が出産前後（概ね8週間）のため、または病気で自宅療養中のため  
児童を保育できない場合  

○児童福祉法第24条第1項の規定による事由を定める条例  

（昭和62年条例第57号）  

（趣旨）  

第1条 この条例は，児童福祉法（昭和22年法律第164号。以下「法」   

という。）第24条第1項の規定による事由を定めるものとする。  

（条例で定める事由）  

第2条 法第24条第2項に規定する保育の実施は，児童の保護者の   

いずれもが次の各号のいずれかに該当することにより，当該児童を   

保育することができないと認められる場合において，同居の親族そ   

の他の者が当該児童を保育することができないと認められるときに   

行うものとする。  

（1）昼間に居宅外で労働することを常態としていること。  

（2）昼間に居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をす   

ることを常態としていること。  

（3）妊娠中であるか又は出産後間がないこと。  

（4）疾病にかかり，若しくは負傷し．又は精神若しくは身体に障害を   

有していること。  

（5）長期にわたり疾病の状態にある同居の親族又は精神若しくは   

身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。  

（6）震災，風水害，火災その他の災害の復旧に当たっていること。  

（7）前各号に類する状態にあると市長が認める状態にあること。  

附 則  

この条例は，昭和62年4月1日から施行する。  

附 則（平成10年3月31日条例第68号）  

この条例は，平成10年4月1日から施行する。  

（資料）神戸市例規集より抜粋  （資料）神戸市ホームページより抜粋  
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入所基準（条例）の実例④（山口県山口市）   
《人口19・1万人（平成20年9月1日現在）》  

○山口市保育の実施に関する条例  

（平成17年条例第95号）  （4）疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神   

若しくは身体に障害を有していること。  

（5）長期にわたり疾病の状態にある、又は精   

神若しくは身体に障害を有する同居の家   

族を常時介護していること。  

（6）震災、風水害、火災その他の災害の復   

旧に当たっていること。  

（7）市長が認める前各号に類する状態にあ  

ること。  

（委任）  

第3条この条例に定めるもののほか、申込手  

続その他保育の実施に関し必要な事項は、  

規則で定める。  

附 則  

この条例は、平成17年10月1日から施行する。  

（趣旨）  

第1条この条例は、児童福祉法（昭和22年法律   

第164号）第24条第1項の規定に基づき、保育   

の実施に閲し必要な事項を定めるものとする。  

（保育の実施基準）  

第2条保育の実施は、児童の保護者のいずれ   

もが次の各号のいずれかに該当することによ   

り、当該児童を保育することができないと認め   

られる場合であって、かつ、同居の親族その他   

の者が当該児童を保育することができないと   

認められる場合に行うものとする。  

（1）昼間に居宅外で労働することを常態として   

いること。  

（2）昼間に居宅内で当該児童と離れて日常の   

家事以外の労働をすることを常態としている   

こと。  

（3）妊娠中であるか、又は出産後間がないこと。  
（資料）山口市例規集より抜粋24   



入所基準（条例）の実例⑤（福井県小浜市）  
《人口3．2万人（平成20年8月1日現在）》  
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入所基準（条例）の実例⑥（鹿児島県さつま町）  

《人口2．4万人（平成20年8月1日現在）》  

○さつま町保育所の保育の実施に関する条例  

（平成17年条例第96号）  

（2）居宅内で当該児童と離れて日常の家事   

以外の労働をすることを常態としているこ  

と。  
（3）妊娠中であるか又は出産後間がないこ  

と。  
（4）疾病にかかり，若しくは負傷し，又は精   

神若しくは身体に障害を有していること。  
（5）長期にわたり疾病の状態にある又は精   

神若しくは身体に障害を有する同居の親   

族を常時介護していること。  
（6）震災，風水害，火災その他の災害の復   

旧に当たっていること。  

（7）町長が認める前各号に類する状態にあ  

ること。  

（委任）  

第3条 この条例に定めるもののほか，申込手   

続その他保育の実施に関し必要な事項は，   
町長が別に定める。  

附 則  

この条例は，平成17年3月22日から施行する。  

（趣旨）  

第1条 この条例は，児童福祉法（昭和22   
年法律第164号）第24条第1項の規定   

に基づき，さつま町保育所の保育の実   
施に関し，必要な事項を定めるものとす   
る。  

（保育の実施基準）  

第2条 保育の実施は，児童の保護者の   
いずれもが次の各号のいずれかに該   

当することにより，当該児童を保育する   
ことができないと認められる場合であっ   

て，かつ，同居の親族その他の者が当   
該児童を保育することができないと認   

められる場合に行うものとする。  

（1）居宅外で労働することを常態として  

いること。  

（資料）さつま町例規集より抜粋  
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現行の認可保育所のサービス提供の仕組み  

利用者   
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（保育の実施義務の例外）  

○また、現行制度における市町村の保育の実施義務には、働こ保育所がない等やむを得ない事由があるとき   
蛙、その他の適切な保護をしなければならない」とする例外が設けられている。   
※「やむを得ない事由」・・・地域の保育所（認可保育所）全体を通じて受入れ能力がない場合を含む   

※「その他適切な保護」・‥家庭的保育のほか、認可外保育施設のあっせんも含む   

※なお、市町村の保育の実施に要する費用は、公立保育所については一般財源化（市町村の地方交付税等の一般財源により負担）されているが、   

私立保育所については負担金（国及び都道府県が一定割合を義務的に負担する仕組み）となっており、市町村に対する保育の実施義務とその財源   
確保は切り離すことのできない関係にあることに留意。   

（認可の裁量性）  

○ さらに、市町村の保育の実施義務を履行する受け皿となる保育所の認可制度には、認可権者である都道府県   
に、既存事業者の分布状況等を勘案した上で設置が必要かどうかを判断する裁量が比較的広く認められてい   
る。（→※次回の検討課題）  

《参考》  

◎ 児童福祉法（昭和22年法律第164号）（抜粋）  

第二十四条 市町村は、保護者の労働又は疾病その他の政令で定める基準に従い条例で定める事由により、その監護   

すべき乳児、幼児又は第三十九条第二項に規定する児童の保育に欠けるところがある場合において、保護者から申込   

みがあったときは、それらの児童を保育所において保育しなければならない。ただし、付近に保育所がない等やむを   

得ない事由があるときは、その他の適切な保護をしなければならない。  

2 前項に規定する児童について保育所における保育を行うこと（以下「保育の実施」という。）を希望する塩護畳   

蛙、厚生労働省令の定めるところにより、入所を希望する保育所その他厚生労働省令の定める事項を記載した申込書   
を市町村 に提出しなければならない。この場合において、保育所は、厚生労働省令の定めるところにより、当該保護   

者の依頼を受けて、当該申込書の提出を代わって行うことができる。  

3 市町村は、－の保育所について、当該保育所への入所を希望する旨を記載した前項の申込書に係る児童のすべて   

が入所する場合には当該保育所における適切な保育の実施が困難となることその他のやむを得ない事由がある場合に   

おいては、当該保育所に入所する児童を公正な方法で選考することができる。  

4・5 （略）  
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検討の視点  

1保育サービスの必要性の判断基準  
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（1）保育サービスが保障されるべき範囲に係る現行制度の課題（つづき）  

○就労等の有無を問わず、専業主婦であっても保育サービスを保障すべきという考え方があるが、どう考えるか。  

（すべての子育て家庭に対する支援の必要性は明らかであり、また、公費による給付の公平性の観点からも、一   

定の支援が行われるべきではないか。一方、専業主婦家庭に求められる支援は、就業家庭に対する保育サービ  

スとは異なる側面もあるが、一時預かりの保障の充実を含め、保育サービスの提供をどう考えるか。）  
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（3）必要度の高い子どもに関する利用の確保  

○ 現行制度では、市町村において、サービスの必要性・必要量の判断に加え、需要が供給を上回る場合には、   

対象者間の優先度についても同時に判断している。  

○ どのような利用方式を採った場合であっても、こうした保障の必要性の高い対象者につい   

て、事業者による選別が起こらない仕組みが必要。  

※ 他の社会保障制度の場合、事業者に応諾義務（正当な理由なく提供を拒んではならない）が課せられ   
ている。  
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2 利用方式のあり方を中心とする保育サービスの提供の仕組みについて  

（1）サービス・給付の保障の基本的考え方一行政の義務履行を通じたサービス保障  

○ 現行の認可保育所の利用方式  

卿割こ認可保育所が利用される仕組み   

この保育の実施義務には例外規定（＊）  

＊ 地域の認可保育所の受入能力がない等やむを得ない場合は、「その他適切な保護」（認可外保育施設の  

あっせん等）で足りる  

→  認可保育所が足りない場 働こ係る支援を受けられ   

ないことを 容する仕組み  

※ 他の社会保障制度（介護、障害）の例では、行政による認定により、個人にサービス費用の受給権を付与  

→ 認定の範囲内で利用者がサービスを選択できる仕組み  
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（3）サービス選択・利用方法（契約関係）③－契約関係の当事者  

○ 現行の認可保育所の利用方式の場合、保護者と認可保育所はそれぞれ市町村と契約関係にあり、   

一 信頼性・安定性が期待できる仕組みである一方、   

t 保護者、認可保育所ともに市町村との関係を重視する仕組みであるため、  

当事者間でのサービスの質の向上に向けた努力や、ニーズに即したサービスを提供するインセンティブがより働く   

仕組みとしていくことが課題ではないか。  

（3）サービス選択・利用方法（契約関係）④一利用者の手続負担・認可保育所の事務負担  

○ 現行の認可保育所の利用方式の場合、  

・保護者にとっては、市町村に対する保育の利用申込みのみで手続が済み、  

・認可保育所にとっては、市町村が保護者の希望も踏まえつつ選考を行う仕組みとなっており、  

保護者・認可保育所の手続・事務負担が軽減されている。  

○ サービスの必要性・必要量の認定とサービス利用申し込みの手続きを分けた場合、独立した認定により受給権   

が明確になるが、  

・利用者は市町村に対する認定の手続と、認可保育所に対する利用申込みと二段階の手続が必要となり、  

・認可保育所も定員を上回る応募があった場合は、選考等を行う必要が生じる   

など、保護者・認可保育所には現行制度よりも手続・事務面 の負担が発生するのではないか。  
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（5）給付方法（補助方式）■（6）利用者負担の徴収  

○ 現行の方式では、市町村から認可保育所への委託となっていることから、市町村から認可保育所に対して委   

託費の支払いが行われる仕組み。  

※ 利用者と事業者が契約によりサービス提供が行われる他の社会保障制度では、実施主体が利用者に対して   

補助する構成とした上で、事業者が代理受領する仕組みが見られる。  

○ 利用者負担の徴収については、現行の認可保育所の利用方式の場合、市町村が徴収している。  

※ 利用者と事業者が契約によりサービス提供が行われる他の社会保障制度では、事業者が徴収する仕組み。  
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